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はじめに 

 

地球温暖化問題は、人類の生存基盤に関わる最も重要な環境問題の一つである。今年公表さ

れた、IPCC(気候変動に関する政府間パネル)の第 4次評価報告書では、近年の地球温暖化が化
石燃料の燃焼等の人間活動によってもたらされたことがほぼ断定されており、現在増え続けて

いる地球全体の温室効果ガスの排出量を早期に減少傾向にもっていく必要があるとされている。 

 

国際的な温暖化対策の取組の第一歩としての京都議定書が、いよいよ来年から第一約束期間

を迎える。日本は京都議定書で約束した 6%削減目標の確実な達成にむけて、総力を挙げて取
り組む必要がある。さらに、我が国は「2050年までに世界全体の排出量を現状より半減する」
という長期目標を提唱しており、将来の低炭素社会の構築に向けて、国際的なリーダーシップ

を発揮していくことが求められている。 
 
低炭素社会の構築に向けては、産業、運輸、業務、家庭といったあらゆる分野において、市

民、企業等の社会の構成員が主体的に排出削減を進めていくことが必要となる。このような主

体的な取組を促進するための手法の一つとして、近年、「カーボン・オフセット」が注目され、

内外で様々な取組が進みつつある。 
例えば、2005年のグレンイーグルズ・サミットや、2006年のトリノオリンピックといった
国際的なイベントで「カーボン・オフセット」が行われ注目を集めたり、欧州、米、豪等では

カーボン・オフセットを組み込んだ商品やサービスの普及が進んでいる。 
 
我が国においても、「カーボン・オフセット年賀」が発売されるなど、取組が始まっており、

今後、地球温暖化対策の重要性を社会にアピールし、個人・自治体・企業等にとって自ら温暖

化対策に貢献するための手段を提供する新たな手法として、大きく展開することが期待されて

いる。 
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１. カーボン・オフセットのあり方に関する指針を検討する背景 

 

（１）カーボン・オフセットとは 

 
 カーボン・オフセットとは、市民、企業等の社会の構成員が、自らの温室効果ガスの排出量

を認識し、主体的にこれを削減する努力を行うとともに、削減が困難な部分の排出量について、

他の場所で実現した温室効果ガスの排出削減・吸収量等（以下「クレジット」という）を購入

すること又は他の場所で排出削減・吸収を実現するプロジェクトや活動を実施すること等によ

り、その排出量の全部又は一部を埋め合わせることをいう。 
英国を始めEU、米国、豪州等での取組が活発であり（詳細は別紙 1を参照）、我が国でも民
間での取組が始まりつつある。 
この定義によれば、カーボン・オフセットとは、例えば政府や事業者が温室効果ガスの排出

削減目標を遵守するために補足的に京都メカニズムのクレジットを利用することも含まれるが、

本指針においては、個人、事業者、政府、自治体等が国民運動や公的機関の率先的取組の一環

として温室効果ガスの排出量削減・吸収量増加に貢献するために主体的に行うものを対象とす

る。 

 

（２）カーボン・オフセットの推進の意義及び期待される効果 

 

（市民、企業等の主体的な削減活動の実施を促進すること） 
カーボン・オフセットの取組を推進する意義の第一は、市民、企業等の社会を構成する者が

地球温暖化問題は自らの行動に起因して起こる問題であることを意識して、これを「自分ごと」

と捉え、主体的に温室効果ガスを削減する活動を行うことを促進することにある。 
市民、企業等は、まず自らの温室効果ガスの排出量を認識することで、削減が可能な分野を

特定でき、排出削減を行う意欲を高めることができる。換言すれば、カーボン・オフセットの

取組は温室効果ガス排出量の「見える化」、「自分ごと」との認識を促し、ライフスタイルや事

業活動の低炭素化に向けた主体的な取組への契機となる。また、どうしても一定量の排出をせ

ざるを得ない部分について、カーボン・オフセットの取組を活用し、クレジットを購入するこ

となどを通じて、その排出分を埋め合わせることとなり、温室効果ガスの排出がコストである

ことを認識することとなる。 
このように、カーボン・オフセットの取組は、市民、企業等の社会の構成員に、その主体的

な削減取組を促進すること、また、地球環境問題に関心を有する市民、企業等の社会の構成員

が自ら貢献する機会を提供することができる。 

同時に、さらなる大幅削減を実現するため、カーボン・オフセットの取組を通じて温室効果

ガスの排出がコストであるという認識を経済社会に組み込み、「見える化→自分ごと化→削減努

力→埋め合わせ（オフセット）」という流れを作り出すことで、気候変動リスクを低減する低炭

素社会のバックボーンを形成し、カーボン・オフセットから「カーボン・ニュートラル（炭素

中立）」、さらに「カーボン・マイナス」にまでつなげていくような気運を醸成することになる

と期待される。 
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（国内外の温室効果ガスの排出削減・吸収や公害対策、持続可能な開発を実現するプロジェクト

の資金調達への貢献） 

カーボン・オフセットの取組を推進する意義の第二は、国内外の排出削減・吸収を実現する

プロジェクト、活動等の資金調達に貢献することにある。カーボン・オフセットの取組は、市

民、企業等が国内・国外で実施する、費用対効果の高い温室効果ガスの排出削減・吸収を実現

するプロジェクトへの投資につながり、これらのプロジェクトの実施に資金面で貢献する機会

を提供することができる。 
特に、途上国においては、近年、経済成長に伴い、大気汚染、水質汚濁、廃棄物管理といっ

た公害問題や森林等の自然資源の劣化が深刻化している。例えば、風力・水力発電所の建設に

よる化石燃料使用の削減、ごみの収集・分別や適正な処理の促進や植林といったようなプロジ

ェクトは、公害問題・自然資源の改善と温室効果ガスの排出削減といった二つの効果を同時に

実現することができる。このようなプロジェクトは、途上国においてもニーズが高いものの現

状では十分にファイナンスされていないことから、カーボン・オフセットを通じた資金面での

貢献が期待される。 
 
（３）カーボン・オフセットの課題 

 

カーボン・オフセットには（２）に示されるような効果が期待されるが、カーボン・オフセ

ットの取組を進めていく上では課題もある。 

 

（カーボン・オフセットの取組に対する認識の向上、取組の促進、市場の育成） 

まず、市民、企業等に対し、広くカーボン・オフセットの取組に関する理解を広めるととも

に、その取組を促進する必要がある。 

カーボン・オフセットの取組は、欧米では広く実施されているが、我が国においてはまだ緒

についたばかりであり、その効果を実現するためには、幅広くカーボン・オフセットの取組の

概念やその事例等の情報を幅広く提供するなどし、市民、企業等の認識を高めていく必要があ

る。 

また、カーボン・オフセットの取組を意識した市民、企業等が取り組みやすくするよう、カ

ーボン・オフセットの取組に関する情報の幅広い共有を進めるとともに、カーボン・オフセッ

ト関連市場を育成することが必要である。 

 

（カーボン・オフセットの取組に対する信頼性の確保） 

 

次に、カーボン・オフセットの取組に対する信頼性を確保することが必要である。 

例えばカーボン・オフセットの取組が先行した英国等においては、オフセットするための削

減活動が実質的な温室効果ガスの削減に結びついていない事例等が指摘されている。また、オ

フセットをすれば排出削減努力をしなくてもよいという考え方が流布する懸念もある。カーボ

ン・オフセットの取組を広めるとともに、カーボン・オフセット関連市場を育成するためには、
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カーボン・オフセットの取組に対する信頼性の確保は重要である。 

これらの点を含め、国内外の事例分析の結果から、カーボン・オフセットの取組に対する信

頼性を確保する上での課題としては、以下の事項が挙げられる。 
 

① オフセットの対象となる活動に伴う排出量を一定の精度で算定する必要があること 
② オフセットに用いられるクレジットを生み出すプロジェクトの排出削減・吸収の確実
性・永続性を確保する必要があること 

③ オフセットに用いられるクレジットのもととなる排出削減・吸収量が正確に算定される
必要があること 

④ オフセットに用いられるクレジットのダブルカウント（同一のクレジットが複数のカー
ボン・オフセットの取組に用いられること）を回避する必要があること 

⑤ オフセット・プロバイダーの活動の透明性を確保する必要があること 
⑥ オフセットが、自ら排出削減を行わないことの正当化に利用されるべきではないとの認

識が共有される必要があること 
 

 
これらの期待される効果の実現を図るとともに、各種の課題に対応するため、有識者からな

る「カーボン・オフセットのあり方に関する検討会」を設置し、国内外の事例調査、各国政府

の動向等を踏まえ、我が国におけるカーボン・オフセットのあり方に関する指針等を明確化す

ることとした。 
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２.カーボン・オフセットのあり方に関する指針を策定する目的 

 
我が国におけるカーボン・オフセットの基本的なあり方を定めるととともに、我が国におい

てカーボン・オフセットの取組を促進するため、本指針策定の目的として、次の 3点を掲げる。 
 
（１）カーボン・オフセットに関する理解の普及 

 
本指針を策定する目的の第一は、カーボン・オフセットに関する考え方を整理し、その理解

を広めることである。 
カーボン・オフセットに対する関心は急速に高まりつつあり、自らの排出量の認識と削減努

力の必要性、オフセットに用いられるクレジットの確実性・永続性等、カーボン・オフセット

のあり方について整理するとともに、「見える化→自分ごと化→削減努力→埋め合わせ（オフセ

ット）」という流れの中でカーボン・オフセットの内容をわかりやすく示すことが重要となる。 
 
（２）民間の活力を生かしたカーボン・オフセットの取組の促進と適切かつ最小限の規範の提示 

 
 本指針を策定する目的の第二は、カーボン・オフセットの適切な推進のために当面必要とな

る、適切かつ最小限の規範を示すことにより、企業、自治体、NPO 等の積極的な取組や創意
工夫を促し、健全で安定したシステムを形成することである。 
 この実現のためには、オフセットを行いたい者に対し積極的にさまざまなカーボン・オフセ

ットの取組を提案していく企業、NPO 等のビジネス・民間ベースの活力が欠かせない。カー
ボン・オフセットについては、商品・サービスと一体のものとして市場を通じて広く第三者に

流通するものから、自治体、NPO 等の取組として市場は通さず特定者間のみで実施されるも
のまで含めて、積極的な取組の広がりが期待される。このような企業、NPO等の活力を維持・
拡大しつつ、カーボン・オフセットの信頼性を確保できるよう、バランスに配慮した規範の確

立が必要である。 
 
（３）カーボン・オフセットの取組に対する信頼性の確保 

 
 本指針を策定する目的の第三は、カーボン・オフセットの取組に対する信頼性を確保するこ

とである。 
カーボン・オフセットの取組は、商品・サービスと一体のものとして市場を通じて広く第三

者に流通するものもあれば、企業、自治体、NPO 等の取組として市場は通さず特定者間のみ
で実施される場合もある。そのような態様に応じて、必要とされる取組やそのレベルは異なる

ものの、適切な基準の設定等により信頼性を確保することが重要である。カーボン・オフセッ

トの取組に対する信頼性を確保することは、カーボン・オフセットの取組を広めるとともに、

カーボン・オフセット関連市場を育成していくためには欠くことのできない重要な要素である。 
特に、カーボン・オフセットの取組のうち市場に流通するクレジット、商品・サービス等に

ついては、カーボン・オフセットの取組を実施したい者に対してより多くの削減の手段が提供
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されることを確保するという観点から、カーボン・オフセット関連市場の健全な育成を図るこ

とが必要である。 
このため、①オフセットの対象となる排出量の算定、②排出削減・吸収量の確実性や永続性、

③オフセットに用いられるクレジットのダブルカウント、④取組の透明性といった課題を解決

し、カーボン・オフセットの取組に対する信頼性を高める。 
 
（４）カーボン・オフセットの取組を促進する基盤の確立 

  
本指針を策定する目的の第四は、カーボン・オフセットの取組を促進する基盤の確立である。 
カーボン・オフセットの取組のうち、特に、商品・サービスと一体のものとして市場を通じ

て広く第三者に流通するもの、市場を通じて第三者に流通するクレジットを活用したものにつ

いては、関係者が多くなることから信頼性の確保が特に重要であり、①クレジットの第三者認

証システムの構築、②埋め合わせ（オフセット）の手続、③クレジットのダブルカウントを防

ぐための管理簿（レジストリ）の整備、④カーボン・オフセットの実施に際しての透明性の確

保、⑤カーボン・オフセットを実現する商品・サービスの認定システムの構築等について、公

的機関も含めた取組が必要である。このため、本指針においては、これらの基盤の確立につい

て方向性を示す。 
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３.我が国におけるカーボン・オフセットのあり方について（指針） 

 

2 で掲げた目的を実現するための指針として、以下の各事項を示す。カーボン・オフセット
の取組は、以下の各事項を満たして行われることが望ましい。 
 

（１）カーボン・オフセットの基本的要素と類型 

 
１）カーボン・オフセットの基本的要素 

 
1(1)にあるとおり、カーボン・オフセットとは、市民、企業等の社会の構成員が、自らの温
室効果ガスの排出量を認識し、主体的にこれを削減する努力を行うとともに、削減が困難な部

分の排出量について、クレジットを購入すること又は他の場所で排出削減・吸収を実現するプ

ロジェクトや活動を実施すること等により、その排出量の全部又は一部を埋め合わせることを

いう。 
このカーボン・オフセットの取組の基本的な要素は、以下のとおりとなる。 

 
① 自らの行動に伴う温室効果ガスの排出量の認識 
② 個人・企業等による排出削減努力の実施 
③ ①②によっても避けられない排出量の把握 
④ 上記③の排出量の全部又は一部に相当する量を、他の場所における排出削減量・吸収

量によって埋め合わせ（オフセット） 
 
この指針においては、これらの基本的要素について、必要な事項を示す。 

 
２）カーボン・オフセットの主な類型 

 
カーボン・オフセットについては、さまざまな取組が実施又は計画されているが、主な類型

としては、①市場を通じて広く第三者に流通するクレジットを活用したカーボン・オフセット、

②市場を通さずに特定者間のみで実施されるカーボン・オフセットの二つに大別される。 
 
① 市場を通じて第三者に流通するクレジットを活用したカーボン・オフセット（市場流通型） 
 

このうち、市場に流通するクレジットを活用したカーボン・オフセットについては、概ね以

下のような３つのタイプが考えられる。 
 
 （商品使用・サービス利用オフセット） 

個人、企業等が商品を使用したり、サービスを利用したりする際に排出される温室効果ガス

排出量について、当該商品・サービスと併せてクレジットを購入することでオフセットするも

の（個人、企業等は、オフセットに要する費用を含む商品・サービスを任意で購入）。 
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（例）・家庭やオフィスの電気製品等であってクレジット付きのものの購入やリース 

商品・サービスを提供する企業等のプロセス

排出量の全部又は一部に相当する

量に相当するクレジットを商品・

サービスに付加して販売(消費者

が任意に選択可能) オフセットプ

ロバイダー

（オフセット

クレジットの

提供、オフ

セットの支援

サービス提供

排出量算定支援

サービス

（公的機関により基

本的・標準的な算

定手法を提供）

温室効果ガスの

排出削減・吸収

プロジェクト

民間の第三者機関

認証

消費者がオフセット

付きのサービス・商

品を購入(商品・

サービスの利用に

相当する排出量を

オフセット)

民間の第三者機関

認定

クレジット

 
（図 1 商品使用・サービス利用オフセットのプロセスの一事例） 

 
 （会議・イベント開催オフセット） 

国際会議やコンサート、スポーツ大会等の主催者がその開催に伴って排出される温室効果ガ

ス排出量をオフセットするもの（費用は主催者又は参加者が負担）。 
（例）・会議やイベント等での電気使用や出席者の移動等による温室効果ガス排出量のオフセ

ット 
 

 （自己活動オフセット） 

個人、企業、自治体等が、他の場所で排出削減・吸収を実現するプロジェクトからのクレジ

ットを購入することで、自らの活動に伴って排出される温室効果ガス排出量をオフセットする

もの（費用は個人、企業、自治体等が自己負担）。 
（例）・家庭における電気・ガスの使用等に伴う温室効果ガス排出量のオフセット 

・企業の本社ビルの電気使用等に伴う温室効果ガス排出量のオフセット 

市民、企業等又は会議、イベント等の

オフセットプロセス

③ ①②によっても避けられない排

出量の把握

④上記③の排出量の全部又は一部

に相当する量を他の場所における

排出削減量・吸収量（クレジッ

ト）によって埋め合わせ（オフ

セット）

②市民、企業又は会議・イベント主催

者、参加者等による排出削減努力の

実施

オフセットプロバイダー

（オフセットクレジットの提供、オフ

セットの支援サービス提供等を行う事

排出量算定支援サービス

（公的機関により基本的・標

準的な算定手法を提供）

①自らの温室効果ガスの排出量の認

識

民間の第三者機関

認定

温室効果ガスの

排出削減・吸収

プロジェクト

民間の第三者機関

認証

クレジット

 
（図 2 会議・イベント開催オフセット又は自己活動オフセットのプロセスの一事例） 
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また、このような需要の高まりを受け、市民、企業等がカーボン・オフセットを実施する際

に必要なクレジットの提供及びカーボン・オフセットの取組を支援又は取組の一部を実施する

サービスを行うオフセット・プロバイダーと呼ばれる企業・ビジネスが出現・拡大している。 
 

② 市場を通さずに特定者間のみで実施されるカーボン・オフセット（特定者間完結型） 
 

 また、市場を通さずに特定者間のみで実施されるようなカーボン・オフセットの取組もある。

これは、オフセットの対象となる活動から生じる排出量を、市場を通してクレジットを購入す

ることではなく、別途に排出削減・吸収活動を行ったり別途の排出削減・吸収活動から直接ク

レジットを購入することによりオフセットするような取組である。 

市民、会議、イベント等のオフセットプロセ

ス

③ ①②によっても避けられない排

出量の把握

④上記③の排出量の全部又は一部

に相当する量を、他の場所におけ

る排出削減・吸収活動によって埋

め合わせ（オフセット）

②市民、会議・イベント主催者、

参加者等の排出削減努力の実施

排出量算定支援サービス

（公的機関により基本的・標

準的な算定手法を提供）

①会議、イベント全体の温室効果

ガスの排出量の認識

他の第三者

自ら実施する排出削減・

吸収活動による削減・吸

収量を確認

確認

 

（図 3 市場を通さずに特定者間のみで実施されるカーボン・オフセットのプロセスの一事例） 
 

３）カーボン・オフセットの類型に応じた本指針の考え方 

 
(2)以降のカーボン・オフセットのあり方に関する本指針の各事項を①市場を通じて広く第三
者に流通するクレジットを活用したカーボン・オフセット、②市場を通さずに特定者間のみで

実施されるカーボン・オフセットという二つの類型に適用するに当たっては、①については市

場を通した取組であり多くの者が関与することになることから、本指針の各事項を適切に適用

してカーボン・オフセットの取組に対する信頼性を確保することが特に重要である。 
(3)以降の本指針の各事項は、主として①について適用するものとして記述する。②について

は、市場を通さず特定者間のみで実施されるものであることから、本指針の各事項は、その基

本的な考え方を参考にしつつ具体的な取組の状況に応じて柔軟に運用することができる。その

際、オフセットの取組を進めようとする企業、自治体、NPO 等の意欲や創意工夫を十分に活
用しつつ、カーボン・オフセットの信頼性を確保することがカーボン・オフセットの取組が広
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まっていくためには欠くことのできない重要な要素であることを踏まえ、関係者間で十分カー

ボン・オフセットの取組に対する信頼性が確保されるよう、適切な配慮がなされる必要がある。 

 

（２）温室効果ガスの排出削減努力の実施 

 
（温室効果ガスの排出削減努力の実施） 

 温室効果ガスの排出削減努力をどのように行うかは、オフセットを行おうとする者が創意工

夫を発揮して主体的に決めるものであり、オフセットを行おうとする者が、まず、自らの排出

量を認識した上で、可能な限り排出削減努力を実施することが望ましい。 
しかし、カーボン・オフセットの取組を推進する意義に鑑みれば、カーボン・オフセットの

取組を行おうとする者は、柔軟に排出削減努力を行うことができる。 
また、不特定多数を対象とするカーボン・オフセット型の商品・サービスなど、排出削減努

力の実施を担保することが実際上困難である場合には、消費者に対し、カーボン・オフセット

に際しての排出削減努力の重要性を伝える等の啓発を積極的に行うことが重要である。 
 
 （温室効果ガス排出量の「見える化」の推進） 
 市民、企業等が主体的に排出削減を実施するためには、まず、自らの活動の中でどれくらい

温室効果ガスを排出しているかを知ることが必要である。言い換えれば、温室効果ガス排出量

の「見える化」である。 
 排出削減の手法は、削減を行おうとする者によって、実施しやすいものから困難なものまで

さまざまなものがある。自らがどのような形で温室効果ガスを排出しているかを知ることによ

り、削減を行おうとする市民、企業等は、自らの生活や事業活動の状況にあわせて排出削減の

手法を選ぶことができる。温室効果ガス排出量の「見える化」を進めるため、市民、企業等の

さまざまな活動に伴う標準的な排出量の算定方法や算定結果に関する情報を始め、「見える化」

情報を市民、企業等に提供する必要がある。 
 
 （排出削減の手法の明示） 
市民、企業等が排出削減を適切に実施するため、「見える化」に加え、生活・事業活動の場面

に応じてどのような排出削減の手法があるのか、それぞれの手法によってどの程度の削減が可

能なのか等について有用な情報を明示・周知する必要がある。 
 
（３）カーボン・オフセットの対象とする活動からの排出量の算定方法 

 
 （カーボン・オフセットの対象とする活動の範囲） 
カーボン・オフセットにより埋め合わせる対象となる活動の範囲（バウンダリ）は、原則と

して、オフセットを行おうとする者が主体的に選ぶものである。カーボン・オフセットのバウ

ンダリはなるべく広めにとることが望ましいが、カーボン・オフセットの取組を推進する意義

に鑑みれば、カーボン・オフセットを行おうとする者が自らの活動状況に合わせて柔軟かつ多

様な形でカーボン・オフセットの取組が行えるようにすることが効果的である。 
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カーボン・オフセットの取組を広め、市民、企業等の主体的な排出削減を促していくため、

具体的なカーボン・オフセットの取組の事例を踏まえ、公的機関が、カーボン・オフセットの

類型ごとにどんな活動がオフセットの対象になりうるのか、多くの具体的な事例を示すことが

有効である。 
 例えば、英国グレンイーグルズでの2005 年の G８サミットがカーボン・オフセットで開催
されたことが広く知られている。具体的には、参加者の移動による排出分、国内での会合によ

るエネルギー消費による排出分、代表団の宿泊によるエネルギー消費による排出分、国内での

会合による廃棄物からの排出分等がオフセットされた。 
 
（カーボン・オフセットの対象とする活動から生じる排出量の算定方法） 
 カーボン・オフセットの取組に対する信頼性の確保を推進するためには、対象とする活動か

ら生じる排出量の算定方法について、公的機関が基本的かつ簡易な手法を提示することが有益

である。これは、一定の活動について異なる排出量が用いられていると、オフセットを行おう

とする者は自らの活動から生じる排出量が確実にオフセットされているかどうか確信がもてず、

ひいてはカーボン・オフセットの取組自体の信頼性を低下させることになるためである。 
 
（４）カーボン・オフセットに用いられる排出削減・吸収量（クレジット） 

 

 （カーボン・オフセットに用いられるクレジットの性質） 

 カーボン・オフセットに用いられるクレジットについては、カーボン・オフセットの取組に

対する信頼性を確保するため、①確実な排出削減・吸収があること、②温室効果ガスの吸収の

場合その永続性が確保されていること、③同一の排出削減・吸収が複数のカーボン・オフセッ

トの取組に用いられていないこと等の一定の基準を満たしていることが必要である。 

 カーボン・オフセットに用いられるクレジットがこの基準を満たしていることを確保するた

め、第三者機関による認証が行われていることが必要である。また、当該第三者機関の能力等

について、公的機関が確認する仕組みが必要である。 

 

（カーボン・オフセットに用いられるクレジットの種類） 

上記の一定の基準を満たすクレジットとしては、気候変動枠組条約の京都議定書に基づいて

発行される京都メカニズムクレジット、環境省が 2005 年から実施している自主参加型国内排
出量取引制度（以下「JVETS」という）で用いられる排出枠があげられるが、これ以外にも上
記の一定の基準を満たすVER（Verified Emission Reduction）等のクレジットがあればこれ
を用いることができる。 
 この一定の基準は公的機関が検討・策定する必要があるが、その検討・策定に当たっては、

米国、欧州等でVERに関するさまざまな基準も参考となる。 
 
（カーボン・オフセットに用いられるクレジットの管理） 

カーボン・オフセットの取組に対する信頼性を確保するため、カーボン・オフセットに用い

られる同一のクレジットが、複数のカーボン・オフセットの取組に用いられないことを確保す
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る必要がある。 
例えば国際的に流通する京都メカニズムクレジットは、京都議定書に基づいて加盟国等が整

備する電子システムである国別登録簿によって同一番号の京都メカニズムクレジットの二重記

録等を防止している。また、我が国における JVETS、米国、欧州等のVERについても、同様
の電子システムの整備が進んでいる。 
我が国においても、これらの状況を踏まえつつ、公的機関等が必要な基盤整備を行うこと等

の取組が必要である。 
 
（５）オフセットの手続 

 
（オフセットの手法） 

カーボン・オフセットの取組を行うためには、市民、企業等の社会を構成する者が、生活や

事業活動等から生じる排出量の全部又は一部を、他者が実現した排出削減・吸収活動から生じ

るクレジットにより埋め合わせる必要がある。 
クレジットの埋め合わせに当たっては、カーボン・オフセットに用いたクレジットが転売さ

れたり他の活動のオフセットに用いられるなど、当該オフセット以外の用途に用いられること

がないよう、管理されたシステム上で無効化する必要がある。 
この際、京都メカニズムクレジットをオフセットに用いることとし、国別登録簿上で償却し

た場合、日本の京都議定書第 3条に基づく約束（日本の場合、基準年総排出量比－6%）の達成
に寄与することとなる。 
 
（オフセットが実現されるまでの期間） 

 カーボン・オフセットの取組を実施するためにクレジットを無効化する主体は、オフセット

の類型により、①カーボン・オフセットの取組を行う者自身、②クレジットの提供、カーボン・

オフセットの取組の支援等を行うオフセット・プロバイダー、③オフセットに係る商品・サー

ビスを提供する者等が考えられる。 
いずれの場合についても、カーボン・オフセットの取組に対する信頼性を確保するため、オ

フセットの対象となる活動からの排出があってから又はオフセットを実現するサービス・商品

が購入されてから一定期間内に、実際にクレジットを無効化し、カーボン・オフセットを実現

する必要がある。 
 どの程度の期間内とすべきかについては、カーボン・オフセットの取組の形態によって異な

る。例えば、カーボン・オフセットに対する信頼性を確保するため、サービス利用・商品使用

型オフセットや会議・イベント開催型オフセットについては、本来であればただちにクレジッ

トを無効化することが望ましい。しかし、現時点において我が国で流通するクレジットの量が

限定的であるため、無効化までの期間が短いとカーボン・オフセットの取組の広がりが阻害さ

れかねないという状況に鑑み、当面は、遅くとも半年から一年以内にオフセットを実現するこ

とが望ましい。 
 他方、温室効果ガスの排出削減・吸収プロジェクトへの資金提供に意義を見いだす市民、企

業等が行うカーボン・オフセットの取組の場合には、可能な限り早急に無効化する必要がある
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が、無効化までの期間が一年を超える場合もありうる。この場合には、無効化までの期間、資

金の管理を確実に行うとともに、資金を提供する市民、企業等に対する説明・報告責任の実行

等が透明性の確保を適切に行う必要がある。 
 
（６）カーボン・オフセットの実施に際しての透明性の確保 

 

 カーボン・オフセットの取組に対する信頼性を確保するためには、カーボン・オフセットの

取組に係る透明性を高めること、また、カーボン・オフセットに用いられるクレジットやカー

ボン・オフセットを実現する商品、サービス等を購入する消費者に対し十分な説明がなされる

ことが必要である。 

オフセット・プロバイダー、カーボン・オフセットを実現する商品、サービス等を提供する

者、会議・イベントの開催に伴う排出をオフセットする者等のカーボン・オフセットの取組を

行う者は、オフセットの対象活動の範囲（バウンダリ）、対象活動からの排出量とオフセットに

用いるクレジット量、カーボン・オフセットを実現する商品、サービス等の内容、クレジット

を生成する排出削減・吸収活動の内容や結果、オフセットが実現するまでの期間、オフセット

関連事業の収支等のうち必要な情報を公開することが求められる。 

この透明性の確保に関する基準については、具体的なカーボン・オフセットの取組の事例を

踏まえ、公的機関が検討・策定する必要がある。 

 
（７）カーボン・オフセットに関する第三者認定とラベリング 

 

（カーボン・オフセットに関する第三者認定） 

 カーボン・オフセットの取組に対する信頼性を確保するため、（1）に示したサービス利用・
商品使用オフセットのサービス・商品、会議・イベント開催オフセット、自己活動オフセット

は、本指針の各事項に関する一定の基準を満たしていること等について第三者機関による認定

を受けていることが望ましい。 
 この第三者機関による認定の基準は公的機関が検討・策定する必要があるが、その検討・策

定に当たっては、米国、欧州等の事例が参考となる。 
 
（特定者間完結型のカーボン・オフセットに係る第三者による確認） 
 (1)に示した特定者間完結型のカーボン・オフセットに係る排出削減・吸収量の確認は、具体
的な取組の状況に応じて柔軟に行うことができるものである。しかし、カーボン・オフセット

の信頼性を確保することがカーボン・オフセットの取組が広まっていくためには欠くことので

きない重要な要素であることを踏まえ、市民、会議・イベントの主催者等が実施する排出削減・

吸収活動に伴う排出削減・吸収量について地域の有識者等第三者が確認する手法について、公

的機関が具体的な事例を示す必要がある。 
 
（カーボン・オフセットに関するラベリング） 

カーボン・オフセットの取組に関する信頼性を確保するとともにそれを市民、企業等に広く
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知らしめることでカーボン・オフセットの取組を促進するため、カーボン・オフセットに関す

る第三者機関による認定を受けたサービス・商品、企業、会議・イベント等は、当該認定を示

す一定のラベリングを行えるようにすることが望ましい。 
 このラベリングのあり方は公的機関が検討・策定する必要があるが、その検討・策定に当た

っては、米国、欧州等の事例が参考となる。 
 
 なお、この3 の各項に示されている基準、認証システム等については、速やかに検討の上、
パブリックコメント等意見募集の手続を経て公表することとする。 
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４．我が国におけるカーボン・オフセットの取組に対する支援のあり方について 

 
2 で示したように、本指針を策定する目的の第一は、カーボン・オフセットの取組を推進す
ることにより、市民、企業等の社会を構成する者による主体的な削減活動の実施を促進してい

くことにある。しかし、1 で示したように、我が国におけるカーボン・オフセットの取組はま
だ緒についたばかりであることから、これまでの指針の提示、基準の策定、排出削減手法の明

示、排出量算定方法の提示等に加え、以下に示すような支援を行い、その普及を図る必要があ

る。 
 
（カーボン・オフセットに関するプラットフォームの創設） 

カーボン・オフセットに関する正しい理解を普及するとともに、カーボン・オフセットの取

組を行いたい者の間の情報交換やマッチング、カーボン・オフセットの取組に関する相談・支

援等を行うカーボン・オフセットに関するプラットフォームを創設する。 
 
（カーボン・オフセット事業モデルの公募・表彰） 

市民、企業等の生活や事業活動のさまざまな場面にカーボン・オフセットの取組が広まるよ

う、さまざまなアイデアを公募し、市民、企業等への広がりが期待できる、主体的な削減活動

の実施促進に効果がある等の優れたモデルを表彰するとともに、具体的な取組に関するアイデ

アを広く共有する。 
 
（カーボン・ニュートラルの推進） 

 さまざまな主体が自らの活動に伴う温室効果ガスをすべてオフセットすることにより「カー

ボン・ニュートラル（炭素中立）」を目指す主体的な取組を促進することにより、カーボン・オ

フセットの取組を広く浸透させる。 
 
 
５．その他 

 

 本指針については、世界各国のカーボン・オフセット市場の動き、カーボン・オフセットに

関わる基準等の状況を踏まえながら、適宜見直しを行っていくことが望ましい。 

 

 

（注記） 

・別紙１は、別途精査中です。 

・「カーボン・オフセットのあり方について（指針）に関する用語集」は、本指針案中の網掛け

の用語について作成する予定であり、別途準備中です。 


